
堀川南光風苑（通称 ひだまり） 単位：円
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☆食  　費　（材料費+調理費） ☆その他

　　普　通　食　　１食　５８０円

　　療　養　食　　１食　６３０円

☆ キャンセル料 （当日） 　1,000円

　　＊10時以降のキャンセルは食費を負担願います。但し体調不良の場合を除く。

　介護サービスを利用した額の合計が利用者負担の上限を超えた場合、申請により超えた額が高額介護サービス費として支
給されます。介護保険と医療保険の負担額の総額が限度額を超えた場合、｢高額医療合算介護サービス費｣が支給されます。

＊要介護状態区分に応じた支給限度額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。

　　＊２時間～３時間の利用の場合は、４時間～５時間の６割３分の料金となります。

H30.4.1～

３時間以上
４時間未満

４時間以上
５時間未満

５時間以上
６時間未満

６時間以上
７時間未満

７時間以上
８時間未満

８時間以上
９時間未満

　　　　(介護予防）認知症対応型通所介護サービス利用料金表

1,002 1,034

要 　介 　護　  ２ 602 631 957 981 1,111 1,146

要 　介 　護　  １ 547 574 863 886

1,372

要 　介 　護　  ３ 658 690 1,049

714 747 1,141 1,171 1,329

栄養改善加算

低栄養状態にある者等に対し、管理栄養士が看護職員等と共同して栄養ケア計画
を作成し、適切なサービスの実施、定期的な評価と計画の見直し等の一連のプロセ
スを実施した場合に加算(介護は3ヵ月以内に限り月2回、介護予防については月額
料金）

747 767 866 894

要 　介 　護　  ５ 769 805 1,235 1,266 1,438

1,075 1,219 1,258

要 　介 　護　  ４

入浴介助加算 入浴介助を行った場合

若年性認知症利用者受入加算
若年性認知症の利用者を対象に高齢者とはサービス提供単位を区分けして利用
者の特性やニーズに応じたサービス提供を行った場合

栄養スクリーニング加算
介護職員が栄養スクリーニングを行い、介護支援専門員に栄養状態に係る情報を
文書で共有した場合（6カ月に1回）

個別機能訓練加算
１日120分以上、専ら機能訓練指導の職務に従事する機能訓練指導員等が共同し
て、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し実施した場合

口腔機能向上加算
口腔機能の低下している者等に対し、歯科衛生士等が口腔機能改善のための計
画を作成し、適切なサービスの実施、定期的な評価と計画の見直し等の一連のプロ
セスを実施した場合に加算 (介護予防については月額の料金）

999要 　支　　援　  ２ 530 555 835 856 968

1,484

要 　支　　援　  １ 479 501

洗濯代　1回　100円
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＊中山間地加算：当事業所の通常の実施区域を越えてサービスを提供する場合、所定の利用料に５％が加算されます。

＊上記料金には、富山市の地域単価10.17を乗じて算出しています。円未満の端数の関係で、請求額に多少の誤差が生じます。

＊表記料金は負担割合が1割の場合です。２割や３割の方はそれぞれ２倍・３倍となります。

ケアプランを伴わない時間延長１時間単位で500円

オムツ等を、事業所で用意した場合は実費負担または現物返却

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 事業所の介護職員の総数の内、介護福祉士の割合が100分の50以上の場合

送迎減算 居宅と事業所間の送迎を行わない場合（片道）

介護職処遇改善加算(Ⅰ) 介護職員の処遇改善のための加算「基本＋加算」の料金額に10.4％を乗じた額

時間延長サービス加算 ９時間を超え延長サービスを行った場合には、1時間ごとに加算される料金
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